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大津市補助金等交付規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成25年６月３日  

大津市長  越    直  美 

大津市規則第70号 

大津市補助金等交付規則の一部を改正する規則 

 大津市補助金等交付規則（平成10年規則第32号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２項の表自立支援教育訓練給付金の項及び高等技能訓練促進費等の項中「母子家庭の母」を「配偶者の

ない者で現に児童を扶養しているもの」に、「もって母子家庭」を「もってその者の属する世帯」に改める。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

大津市訓令第８号 

大津市民病院事務決裁規程（平成24年訓令第12号)の一部を次のように改正する。  

  平成25年６月３日 

大津市長  越    直  美 

規 則 

訓 令 

 

市 章 
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 第２条第２項及び第３項中「別表第１号の表」を「別表」に改める。 

   附 則 

この訓令は、平成25年６月３日から施行する。 

大津市告示第126号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。  

その関係図面は、平成25年５月15日から同月31日まで大津市役所建設部路政課において一般の縦覧に供する。 

  平成25年５月15日 

大津市長  越    直  美 

路 線 名 区      間 
変 更 の 

前後の別 

敷 地 の 幅 員 

（メートル） 

延 長 

(メートル) 

変更前 5.0 9.0 
市道北1316号線 

大津市真野普門二丁目字竹ノ花473番１地先から 

大津市真野普門二丁目字竹ノ花473番１地先まで 変更後 6.0 9.0 

変更前 最小 5.0～最大 7.2 11.8 
市道北2602号線 

大津市衣川二丁目字西羅644番87地先から 

大津市衣川二丁目字西羅644番88地先まで 変更後 最小 5.0～最大 8.5 11.8 

変更前 最小 5.2～最大 8.0 11.0 
市道北2603号線 

大津市衣川二丁目字西羅650番68地先から 

大津市衣川二丁目字西羅650番68地先まで 変更後 最小 6.3～最大 9.0 11.0 

変更前 最小 3.3～最大 7.8 29.0 大津市下阪本三丁目字城畔1891番１地先から 

大津市下阪本三丁目字城畔1891番１地先まで 変更後 最小 3.6～最大10.0 29.0 

変更前 最小 5.8～最大 8.6 22.0 
市道中0715号線 

大津市下阪本三丁目字城畔1881番地先から 

大津市下阪本三丁目字城畔1881番地先まで 変更後 最小 5.4～最大 8.6 22.0 

変更前 最小 4.0～最大 4.2 13.4 
市道東0801号線 

大津市関津四丁目字端田761番１地先から 

大津市関津四丁目字端田761番２地先まで 変更後 最小 4.0～最大 6.5 13.4 

（平成25年５月15日掲示済） 

 

 

大津市告示第127号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。 

その関係図面は、平成25年５月15日から同月31日まで大津市役所建設部路政課において一般の縦覧に供する。 

  平成25年５月15日 

大津市長  越    直  美 

路 線 名 区      間 供用開始年月日 

市道北1316号線 
大津市真野普門二丁目字竹ノ花473番１地先から 

大津市真野普門二丁目字竹ノ花473番１地先まで 
平成25年５月15日 

市道北2602号線 
大津市衣川二丁目字西羅644番87地先から 

大津市衣川二丁目字西羅644番88地先まで 
平成25年５月15日 

市道北2603号線 
大津市衣川二丁目字西羅650番68地先から 

大津市衣川二丁目字西羅650番68地先まで 
平成25年５月15日 

市道中0715号線 
大津市下阪本三丁目字城畔1918番地先から 

大津市下阪本三丁目字城畔1881番地先まで 
平成25年５月15日 

市道東0801号線 
大津市関津四丁目字端田761番１地先から 

大津市関津四丁目字端田761番２地先まで 
平成25年５月15日 

（平成25年５月15日掲示済） 

告 示 
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大津市告示第141号 

 地縁による団体に係る告示事項の変更の届出があったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２

第10項の規定により、次のとおり告示する。 

  平成25年６月３日 

大津市長  越    直  美 

地縁による団体の名称 変  更  事  項 変更年月日 

仰木の里北自治会 

 

⑴ 主たる事務所の所在地 

   大津市仰木の里七丁目24番３号 

⑵ 代表者の氏名及び住所 

氏名 米谷 壽晃 

 住所 大津市仰木の里七丁目24番３号 

平成25年４月７日 

 

中保町自治会 

 

代表者の氏名及び住所 

氏名 池田 建蔵 

 住所 大津市浜大津三丁目７番16号 

平成25年４月６日 

国分一丁目２区自治会 

 

 

⑴ 主たる事務所の所在地 

  大津市国分一丁目31番13号 

⑵ 代表者の氏名及び住所 

氏名 丸山 和夫 

  住所 大津市国分一丁目31番13号 

平成25年４月14日 

白百合自治会 代表者の氏名及び住所 

氏名 佐々木 幸一 

 住所 大津市羽栗一丁目11番６号 

平成25年４月28日 

青松台自治会 

 

代表者の氏名及び住所 

氏名 白坂 康二 

 住所 大津市黒津二丁目10番18号 

平成25年４月６日 

 

 

大津市告示第142号 

次の自動車臨時運行許可番号標は、失効した。 

  平成25年６月３日 

大津市長  越    直  美 

 

 

大津市告示第143号 

 障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第54条第２項の指定自立支援医療機関として指定したもののうち、

次のものから所在地の変更の届出があった。 

  平成25年６月３日 

大津市長  越    直  美 

所  在  地 
名 称 

変更前 変更後 
自立支援医療の種類 医療の種類 変更年月日 

すばる薬局 
大津市中庄一丁

目14番６号 

大津市本丸町３

番８－１号 
育成医療及び更生医療 薬局 

平成25年 

２月12日 

 

 

自動車臨時運行 

許可番号標番号 
許可年月日 許可を受けた者の住所及び氏名 失効年月日 

滋賀12－03（大津） 平成25年２月12日 
大津市石山寺四丁目４番３号 

 奥村 将史 
平成25年５月17日 
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大津市告示第144号 

 障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第54条第２項の指定自立支援医療機関として指定したもののうち、

次のものから廃止の届出があった。 

  平成25年６月３日 

大津市長  越    直  美 

名 称 所  在  地 自立支援医療の種類 医療の種類 廃止年月日 

うさぎ調剤薬局 大津市粟津町17番21－２号 育成医療及び更生医療 薬局 
平成25年 

３月31日 

さくら薬局 大津市大石東四丁目５番７号 育成医療及び更生医療 薬局 
平成25年 

３月31日 

 

 

大津市告示第145号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項の指定

自立支援医療機関として、次のものを指定した。 

  平成25年６月３日 

大津市長  越    直  美 

名 称 所  在  地 自立支援医療の種類 医療の種類 指定年月日 

うさぎ調剤薬局 大津市粟津町17番21－２号 育成医療及び更生医療 薬局 
平成25年

４月１日 

 

 

大津市告示第146号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第60条第１項の規定

に基づき、次のとおり指定自立支援医療機関の指定を更新した。 

  平成25年６月３日 

大津市長  越    直  美 

名 称 所  在  地 自立支援医療の種類 医療の種類 更新年月日 

わに薬局堅田店 
大津市今堅田二丁目14番１号ＡＳ

レジデンス大津堅田 
育成医療及び更生医療 薬局 

平成25年 

６月１日 

 

 

大津市告示第147号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項の指定

自立支援医療機関として指定したもののうち、次のものから廃止の届出があった。 

  平成25年６月３日 

大津市長  越    直  美 

名 称 所  在  地 自立支援医療の種類 医療の種類 廃止年月日 

ふれあい三光薬局 大津市浜大津三丁目１番６号 育成医療及び更生医療 薬局 
平成25年 

４月30日 

 

 

大津市告示第148号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定に基づき指定医療機関として新たに指定したもの及び指定医療機

関のうち変更又は廃止の届出があったものについて、同法第55条の２の規定により次のとおり告示する。 

  平成25年６月３日 

大津市長  越    直  美 
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１ 新たに指定したもの 

名  称 所 在 地 申 請 者 
指定の 

種 別 
指 定 年 月 日 

すばる薬局 大津市本丸町３番８－１号 吉川 泰樹 調剤 平成25年２月12日 

まおか歯科クリニック 大津市下阪本六丁目41番５号 眞岡 和也 歯科 平成25年３月１日 

うさぎ調剤薬局 大津市粟津町17番21－２号 
株式会社うさぎ

メディケア 
調剤 平成25年４月１日 

青地うえだクリニック 大津市中央一丁目１番６号 上田 創平 医科 平成25年５月１日 

うさぎ調剤薬局浜大津店 大津市浜大津三丁目２番１号 
株式会社うさぎ

メディケア 
調剤 平成25年５月１日 

美崎ファミリークリニッ

ク 
大津市美崎町２番22号 樋口 博一 医科 平成25年５月８日 

２ 変更の届出があったもの 

名  称 所 在 地 届 出 者 
指定の 

種 別 
変 更 年 月 日 

（変更前） 

うかい歯科矯正歯科 

（変更後） 

うかい歯科クリニック 

大津市真野一丁目１番62号 鵜飼 友広 歯科 平成23年12月１日 

３ 廃止の届出があったもの 

名  称 所 在 地 届 出 者 
指定の 

種 別 
廃 止 年 月 日 

すばる薬局 大津市中庄一丁目14番６号 吉川 泰樹 調剤 平成25年２月11日 

まおか歯科クリニック 大津市下阪本六丁目41番５号 眞岡 美代子 歯科 平成25年２月28日 

うさぎ調剤薬局 大津市粟津町17番21－２号 丹波 卯子 調剤 平成25年３月31日 

さくら薬局 大津市大石東四丁目５番７号 谷井 陽子 調剤 平成25年３月31日 

 

 

大津市告示第149号 

 平成25年度の国民健康保険料に係る基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額（以下「国

民健康保険料の賦課額」という。）の保険料率並びに国民健康保険料の賦課額の減額に係る額を次のとおり決定

したので、大津市国民健康保険条例（昭和34年条例第３号。以下「条例」という。）第13条第３項（第18条第３

項において準用する場合を含む。）、第13条の５の５第３項（第18条第４項において準用する同条第３項におい

て更に準用する場合を含む。）及び第13条の９第３項（第18条第５項において準用する同条第３項において更に

準用する場合を含む。）の規定により告示する。 

  平成25年６月３日 

大津市長  越    直  美 

１ 国民健康保険料の賦課額 

 基礎賦課額の保険料率 
後期高齢者支援金等賦課

額の保険料率 

介護納付金賦課額の保険

料率 

所 得 割 100分の6.7 100分の2.3 100分の2.2 

被保険者均等割 １人について    24,900円 １人について    8,100円 １人について    8,700円 

世 帯 別 平 等 割 １世帯について  17,700円 １世帯について  5,700円 １世帯について  4,500円 

２ 条例第18条第１項（同条第４項及び第５項において準用する場合を含む。）に規定する国民健康保険料の賦

課額の減額に係る額 
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基礎賦課額 

後期高齢者支援金

等賦課額 
介護納付金賦課額 

条例第18条第１項第１号アに規定する額 17,430円 5,670円 6,090円 

条例第18条第１項第１号イに規定する額 12,390円 3,990円 3,150円 

条例第18条第１項第２号アに規定する額 12,450円 4,050円 4,350円 

条例第18条第１項第２号イに規定する額 8,850円 2,850円 2,250円 

条例第18条第１項第３号アに規定する額 4,980円 1,620円 1,740円 

条例第18条第１項第３号イに規定する額 3,540円 1,140円 900円 

 

 

大津市告示第150号 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により、平成25年５月13日から平成26年３月

31日までの間、大津市手数料条例（平成12年条例第12号）に基づく肝炎ウイルス検査に係る手数料、子宮頸がん

検診に係る手数料、大腸がん検診に係る手数料及び肺がん検診に係る手数料の徴収事務を、次のものに委託した

ので、同条第２項の規定により告示する。 

  平成25年６月３日 

大津市長  越    直  美 

医療機関 代表者氏名 所在地 

青地うえだクリニック 上田 創平 大津市中央一丁目１番６号 

  

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告  

 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 

平成25年５月13日 

大津市長  越    直  美 

検 査 済 証 
開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 

交付年月日 番 号 

京都市下京区塩小路通烏丸西入

東塩小路町579番地 

 関西電力株式会社京都支店 

 支店長 山元 康裕 

大津市横木一丁目字北上ケ田

697番１、同番３の一部及び698

番の一部 

3,127.51㎡ 

 

平成25年 

５月10日 

第1117号 

（平成25年５月13日掲示済） 

 

 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告  

 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 

平成25年５月17日 

大津市長  越    直  美 

検 査 済 証 
開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 

交付年月日 番 号 

大津市本堅田一丁目６番21号 

中橋 太兵衞 

大津市本堅田六丁目堅田駅西口

土地区画整理事業施行区域内12

街区11画地 

1,668.91㎡ 

 

平成25年 

５月15日 

第1118号 

（平成25年５月17日掲示済） 

公 告 
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都市公園の区域変更公告 

 都市公園の区域を変更したので、大津市都市公園条例（昭和40年条例第18号）第12条の２の規定に基づき、次

のとおり公告する。 

平成25年６月３日 

大津市長  越    直  美 

名   称 位 置 区 域 供用開始期日 

柳が崎湖畔公園 柳が崎 別紙図面のとおり 平成 25 年６月３日 

「別紙図面のとおり」は省略し、その図面を大津市役所都市計画部公園緑地課において縦覧に供する。 

消防法に基づく命令に関する公告 

消防法（昭和23年法律第186号）第５条の３第１項の規定により、次の防火対象物である建物に存する物件で、

火災の予防に危険であり、かつ、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるものの除去を命じたので、

同条第５項において準用する同法第５条第３項の規定により公告する。 

平成25年５月21日 

大津市南消防署長  北  川  和  彦 

１ 防火対象物の所在地 大津市別保二丁目９番34号 

２ 防火対象物の名称  安市石山店 

３ 命令の対象者 新潟県見附市上新田町456番地５ 

         株式会社安市 代表取締役 武山 義弘 

４ 命令をした期日 平成25年５月21日 

（平成25年５月21日掲示済） 

 

南 消 防 署 長 公 告 


